
（９） 平成15年２月10日�

扶養手当等の状況（平成15年1月1日現在）�

部門別職員数の状況（各年4月1日現在）�

職員手当の状況（平成15年1月１日現在）�

※職員数は国の定員管理に準じた一般職に属する職員数で�

あり、臨時または、非常勤職員を除いています。�

※退職手当は群馬県市町村総合事務組合へ加入しているため�

組合より支給。なお、（　）内は、課・局長の支給率です。�

　問い合わせ　総務課　�(84)3111　内線332

明　　　和　　　町　�
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年間�
支給率�
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同じ�

6月期�

期　末� 勤　勉� 計�
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最高�
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勤続�
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勤続�
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自己都合� 勧奨・定年�

60.0 62.7�
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1.15�
（1.55）�

4.65�
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12月期�

3月期�

計�

配偶者 ……………………… 14,000円�

配偶者のいない職員の扶養親族�
　うち１人 ………………… 11,000円�

扶養親族でない配偶者を有する場合の�

１人目の子等………………… 6,500円�

配偶者以外の扶養親族�
　２人まで…………………… 6,000円�

その他の扶養親族…………… 5,000円�

16歳から22歳までの子… 5,000円加算�

借家の場合（12,000円を超えるとき）�
・家賃の額に応じて支給�
 （支給限度額27,000円）�
持ち家の場合�
・新築、購入後５年まで……2,500円�
・その他 ………………………1,000円�

自転車等の交通用具使用者の場合�
・片道2㎞未満　                  　  0円�
・片道2～5㎞未満　            2,000円�
・片道5～10㎞未満          　4,100円�
・片道10～15㎞未満　        6,500円�
・片道15～20㎞未満　        8,900円�
・片道20～25㎞未満         11,300円�
・片道25～30㎞未満         13,700円�
・片道30～35㎞未満         16,100円�
・片道35～40㎞未満         18,500円�
・片道40㎞以上            　 20,900円�

交通機関利用者の場合�
・運賃の額に応じて支給�
　（支給限度額50,000円）�
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健診で子育てなどの相談に応じる保健師


